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【開催日】 令和６年１２月４日（水） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午前１０時４３分 

【出席委員】 

委員長 藤 岡 修 美 副委員長 恒 松 恵 子 

委員 中 島 好 人 委員 中 村 博 行 

委員 福 田 勝 政 委員 宮 本 政 志 

委員 矢 田 松 夫   
 

【欠席委員】なし 

【委員外出席議員等】なし 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 経済部長 桶 谷 一 博 

公営競技事務所長 木 村 清次郎 公営競技事務所副所長 大 下 賢 二 

建設部長 井 上 岳 宏 建設部次長兼都市計画課長 高 橋 雅 彦 

都市計画課課長補佐兼都市整備係長 立 野 健一郎 都市計画課管理緑地係長 村 上 陽 子 

下水道課長 中 村 景 二 下水道課課長補佐兼計画係長 藤 本 英 樹 

下水道課主査兼維持係長 金 田   健 下水道課管理係長 岡 村 厚 志 

下水道課管理係主任 原 田 尚 枝 土木課長 大 和 毅 司 

土木課課長補佐兼管理係長 壹 岐 雅 紀 土木課主査兼用地係長 日 高 辰 将 
 

【事務局出席者】 

局長 石 田   隆 議事係書記 末 岡 直 樹 
 

【審査内容】 

１ 議案第７１号 令和６年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正

予算（第２回）について                     

２ 議案第６７号 令和６年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算（第

１回）について                         

３ 議案第７２号 令和６年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第１回）

について                            
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４ 議案第７６号 財産の無償譲渡ついて               

 

午前１０時 開会 

 

藤岡修美委員長 おはようございます。ただいまから、産業建設常任委員会を

開会いたします。本日の審査日程につきましては、お手元に示してある

とおりに進めてまいります。それでは議案第７１号令和６年度山陽小野

田市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第２回）について執行部の

説明を求めます。 

 

木村公営競技事務所長 皆さんおはようございます。それでは、議案第７１号

令和６年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第２回）

について御説明を申し上げます。このたびの補正は、職員の人事異動に

伴う人件費の調整によるものであります。なお、歳出の組替えにより対

応することから、これに伴う予算の総額の変更はございません。補正の

内容といたしましては、歳出において人件費の調整として、全体で８３

万円を減額し、予備費を８３万円増額しております。予算書の５ページ、

６ページを御覧ください。１款１項１目一般管理費、２節給料を２０万

４，０００円減額しております。次に、３節職員手当等では、６７万２,

０００円減額しております。次に、４節共済費では、４万６,０００円増

額しております。最後になりますが、競走事業費で８３万円を減額した

同額を４款１項１目予備費にて増額しております。以上が、令和６年度

山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第２回）の説明で

ございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

藤岡修美委員長 執行部の説明が終わりましたので、委員の質疑を求めます。

予算書５ページ、６ページ、人件費の調整による補正について。 

 

中島好人委員 ６ページ、３節は手当の関係で具体的に分かるわけですけども、

１節の給料２０万４，０００円減額となっている原因も何かいろいろっ
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ていうことでくくっていいものかどうか、その辺の説明をお願いしたい

です。 

 

木村公営競技事務所長 先ほど申しましたとおり、人事異動の関係です。給料

ですので、職員の年齢の差などの影響だと思っています。 

 

藤岡修美委員長 よろしいですか。ほかに質疑はありますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）以上で質疑を終わります。これより討論を行います。討論は

ありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。これより

議案第７１号令和６年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正

予算（第２回）について採決をいたします。本件に賛成の委員の挙手を

求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

藤岡修美委員長 全員賛成により本件は可決すべきものと決定いたしました。

職員入替えのため、暫時休憩といたします。 

 

午前１０時４分 休憩 

 

午前１０時１２分 再開 

 

藤岡修美委員長 それでは、委員会を再開いたします。議案第６７号令和６年

度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算（第１回）について、執行

部の説明を求めます。 

 

高橋建設部次長兼都市計画課長 それでは、議案第６７号令和６年度山陽小野

田市駐車場事業特別会計補正予算（第１回）について説明いたします。

事前にお配りしております令和６年度山陽小野田市駐車場事業特別会計

補正予算第１回についてという参考資料のＲ６（補正後）という欄も併
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せて御覧ください。補正予算書の５ページ、６ページをお開きください。

歳入について説明いたします。２款繰越金、１項繰越金、１目繰越金４

１万９，０００円を減額し、補正後の額を４，４２８万１，０００円と

するものです。これにつきましては令和５年度決算が確定したことに伴

うものです。次に歳出について説明いたします。２款予備費、１項予備

費、１目予備費について、繰越金と同額の４１万９，０００円を減額し、

補正後の額を５，６７７万６，０００円とするものです。補正予算書２

ページをお開きください。歳入合計歳出合計ともに４１万９，０００円

の減額により、６，６４４万７，０００円となりました。最後に、もう

一度参考資料を御覧ください。今年度の予算につきましては、右側から

３列目が当初予算、２列目が今回の補正金額、１番右側の列が補正後の

金額となっております。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願い

いたします。 

 

藤岡修美委員長 執行部の説明が終わりました。補正予算書並びに説明のあり

ました参考資料含めて質疑を求めます。よろしいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はあ

りますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。これより議

案第６７号令和６年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算（第１

回）について採決をいたします。本件に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

藤岡修美委員長 全員賛成により、本件は可決すべきものと決定しました。こ

こで職員入替えのため、暫時休憩といたします。 

 

午前１０時１４分 休憩 

 

午前１０時１７分 再開 
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藤岡修美委員長 それでは、委員会を再開いたします。議案第７２号令和６年

度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第１回）について、執行部の

説明を求めます。 

 

中村下水道課長 それでは、議案第７２号令和６年度山陽小野田市下水道事業

会計補正予算（第１回）について御説明いたします。今回の補正は人事

異動等に伴う人件費の調整によるものです。補正予算書の１ページを御

覧ください。まずは、第２条の収益的収入及び支出の補正について御説

明いたします。収入については、１款下水道事業収益、２項営業外収益

を１２億３８６万２，０００円から１２億４２万１，０００円とし３４

４万１，０００円減額いたします。支出についても、１款下水道事業費

用、１項営業費用を３４４万１，０００円減額し、１７億９，４２９万

９，０００円から１７億９，０８５万８，０００円とします。これらの

収益的収支の詳細について説明いたしますので、１４、１５ページをお

開きください。まずは１４ページの支出内訳からです。１款下水道事業

費用、１項営業費用１目管渠費については、人件費に係る報酬から旅費

までの部分について、６９万２，０００円減額、３目処理場費について

は、同様に、人件費に係る部分について１５万２，０００円減額、５目

総係費も人件費に係る部分を２５９万７，０００円減額としており、補

正の総額は３４４万１，０００円の減額となります。次に、収入内訳に

ついては、１款下水道事業収益、２項営業外収益、２目他会計負担金を

３６２万１，０００円の減額。３目他会計補助金１８万円の増額として

おり、合わせて３４４万１，０００円の減額補正となります。以上によ

り、補正後の下水道事業収益は１９億９，９０５万円、下水道事業費用

は１９億４，６９５万８，０００円となります。では１ページにお戻り

ください。続きまして、第３条、資本的収入及び支出の補正について説

明いたします。収入については、１款資本的収入、２項出資金を１億８，

１４７万５，０００円から１億８，３１８万６，０００円とし、１７１

万１，０００円の増額とします。支出については、１款資本的支出、１

項建設改良費を１７１万１，０００円増額し、１１億３，５３２万４，
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０００円から１１億３，７０３万５，０００円とします。資本的収支に

つきましても、内訳を説明いたしますので、最後のページとなる１６ペ

ージを御覧ください。最初に、支出について内容を説明いたします。１

款資本的支出、１項建設改良費、１目公共下水道建設費において、給料

を２５万８，０００円の減額、手当を１８２万３，０００円の増額、法

定福利費を１４万６，０００円の増額としております。補正は総額で１

７１万１０００円の増額となります。そして収入につきましては、支出

の増額補正に合わせて、１款資本的収入、２項出資金、１目他会計出資

金を１７１万１，０００円の増額としております。以上により、補正後

の資本的収入は１５億７，９８８万６，０００円、資本的支出は２３億

９，８４４万１，０００円となります。それでは、１ページにお戻りく

ださい。第４条については、議会の議決を必要とする流用について、職

員給与費が規定されておりますので、１４６万８，０００円を減額し、

１億２，５３９万３，０００円を１億２，３９２万５，０００円にする

ものです。続きまして、２ページをお開きください。第５条は他会計か

らの補助金が規定されており、１８万円を増額して、３，６４３万９，

０００円を３，６６１万９，０００円にするものです。以上、第１回補

正予算の第１条から５条までの説明となります。引き続き、先ほど説明

した補正予算に係る説明書について、簡潔に概略を説明いたします。４、

５ページをお開きください。ここには２条、３条で説明しました収益的

収支、資本的収支の実施計画が掲載されています。金額については先ほ

ど説明したとおりです。６ページには予定キャッシュフロー計算書を掲

載しております。７、８ページには給与費明細書について掲載しており

ます。１０、１１ページは予定貸借対照表、１２ページには予定損益計

算書を掲載しており、両方とも税抜きで示しております。１３ページ以

降の説明資料につきましては冒頭説明いたしました、２条、３条の補正

予算明細書が掲載されております。以上が、山陽小野田市下水道事業会

計補正予算（第１回）の説明となります。御審査のほどよろしくお願い

いたします。 
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藤岡修美委員長 執行部の説明が終わりましたので、ここで委員の質疑を求め

ます。補正予算書のページを追って説明がありましたので、ページを追

って質疑を受けたいと思います。補正予算書の１ページ、２ページ。（「な

し」と呼ぶ者あり）よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それで

は４ページ、５ページ。（「なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）６ページ、予定キャッシュフロー計算書。（「なし」

と呼ぶ者あり）よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）７ページ、

８ページ、給与費明細書。 

 

恒松恵子委員 時間外勤務手当がかなりの増額ですけれども、急遽何か仕事が

入ったとか、理由がありましたらお聞かせください。 

 

中村下水道課長 時間外勤務については様々な業務がありまして、通常で発生

する時間外勤務と、突発的な業務で発生する時間外勤務等があると思っ

ています。突発的な時間外勤務としては災害対応とかがあるんですが、

今年度の上半期に「下水が流れなくなりました」との通報が市民からあ

りまして、その対応で現場に出て時間外勤務が発生しました。あと年度

末に向けては、どうしても工事の精算等が発生しますので、そういうこ

とも含めて残業分を計上しております。１人の職員が過度な残業になら

ないようには気をつけていきたいと考えております。 

 

藤岡修美委員長 よろしいですか。ほかに質疑はありますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）１０、１１ページ、予定貸借対照表。（「なし」と呼ぶ者あ

り）よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）１２ページの予定損益

計算書。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）１４、１５ページ、

補正予算明細書。（「なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）それでは、以上で質疑を終わります。これより討論を行

います。討論はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認

めます。これより議案第７２号令和６年度山陽小野田市下水道事業会計

補正予算（第１回）について採決いたします。本件に賛成の委員の挙手
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を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

藤岡修美委員長 全員賛成により本件は可決すべきものと決定いたしました。

ここで職員入替えのため、暫時休憩といたします。 

 

午前１０時３０分 休憩 

 

午前１０時３２分 再開 

 

藤岡修美委員長 それでは、委員会を再開いたします。議案第７６号財産の無

償譲渡について、執行部の説明を求めます。 

 

大和土木課長 それでは、議案第７６号財産の無償譲渡について御説明いたし

ます。この議案の「財産の無償譲渡」につきましては、地方自治法第９

６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

無償譲渡する財産は土地であり、所在地は津布田２６３０番１９の一部

となります。参考資料①の位置図で説明いたします。津布田の国道１９

０号沿いで、太陽光発電施設が設置してある付近で、譲渡予定地と示し

ている細長い土地の部分となります。地目は宅地で、面積は５８９．０

９平方メートルであります。議案に戻りまして、無償譲渡の相手方は、

国土交通省所管国有財産法定受託者の山口県であります。無償譲渡の理

由としましては、海岸法に基づいた海岸保全基本計画に従い、整備して

いる郡津布田海岸について、整備区間内に位置する市有地を国土交通省

に無償譲渡するものです。参考資料①の位置図に示しております、事業

区間の護岸は、元々民間護岸であり、維持管理は所有者が行っておりま

した。しかし、護岸の老朽化により、台風などの被害を懸念され、所有

されている関係企業一同から令和３年３月に山口県へ護岸整備の要望書

が提出されたことから、護岸や管理を行う上で必要な土地の寄附を条件
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に山口県が事業として採択しました。現時点では、民地部分の寄附が完

了しており、優先度の高い箇所から工事を行っている状況ですので、市

有地においても、このたびの議会において議案として提出させていただ

いたものです。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

藤岡修美委員長 執行部の説明が終わりましたので、ここで委員の質疑を求め

ます。 

 

矢田松夫委員 今回、工事が非常に進捗するということで、これによって進行

が早まるということはあり得るんですか。地元からの要望があったと思

うんですよね。護岸整備の中で、今回譲渡することによってどういうふ

うに変わってくるのか。 

 

大和土木課長 山口県から説明を受けてはいるんですけど、位置図を見ていた

だけると、事業区間と書いてある範囲につきましては、約１，５００メ

ートルあります。事業を開始しているんですけれども、事業費がかなり

かかるということで、１年で進捗しているのが約５０メートルの護岸の

整備になっておりますので、それを考えると相当な期間が事業完了まで

にはかかるのではないかと思われます。それにつきましては、地元への

説明において県が説明していると聞いております。 

 

矢田松夫委員 ということになると、譲渡することによって工事の進み具合と

いうかメリットがどういうふうにあるのか分からないと。ただ、その議

案で譲渡しますよということ以外は分からないということですね。 

 

大和土木課長 山口県から民地部分の寄附が全て終わっておりますので、事業

を進める上で市有地も、速やかに寄附をしてほしいという申入れがあり

ますので、このたびの議案の提出となっております。 

 

壹岐土木課課長補佐兼管理係長 補足させていただきます。先ほど土地の譲渡
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で、今回、県、国土交通省に寄附することによって、今後の維持管理は、

市ではなくて県が行っていくというメリットもございます。 

 

宮本政志委員 資料に地籍測量図もあったよね。作成者と申請人は、どこにな

るかお聞きしていいですか。 

 

大和土木課長 地籍測量図の作成につきましては、事業者である山口県が行っ

ております。用地測量を行って事業用地の範囲などを明白にするために

作成しているものです。 

 

宮本政志委員 ということは、本市に費用負担が発生することはないですね。 

 

大和土木課長 市が負担するものにつきましては、県事業負担金の負担額だけ

でございます。 

 

宮本政志委員 本会議初日の議案説明のときに、土地所有者、さっきの説明で

いくと複数の企業が築造した民間施設なんだけど、老朽化によって維持

管理が困難になったことから今回こういう手続がってことですよね。そ

うすると気をつけないといけないのが、市内でこういった護岸だけじゃ

なくて、個人や企業が築造した、例えば、急傾斜の塀とかいろいろなも

のを、企業や個人の方がもう古いし、やり替えもできないし、維持管理

できないから国や県に任せますというようなことをいろんな方が言って

きたら、全部をするわけにいかないですよね。というところで、今回の

譲渡の根拠をもう少し教えてほしいんですけどね。さっき、課長の説明

では何とか法と言われましたよね。海岸法ですか。それに基づいたって

いうけど、その辺もう少し詳しく聞いていいですか。 

 

大和土木課長 今回の事業につきましては、先ほど説明をしましたけど、関連

企業一同から海岸管理者の山口県へ公共護岸としての整備を要望されて

おります。県においては、この護岸を公共の海岸保全施設として整備管
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理することは郡津布田海岸全体の海岸保全として一定の事業効果がある

と判断して、事業区間の護岸整備に必要な用地を国土交通省に無償譲渡

することを条件にして事業を採択しております。市有地においても同等

の扱いですので、防災や減災の観点から事業に協力することとして無償

譲渡すべきかと思っております。 

 

宮本政志委員 今の課長の説明でよく分かりました。要は、個人だろうが企業

だろうが、放っておかれるといろいろな面で問題になって、ここは重要

性があるところだから国、県が海岸法を根拠にして、無償で譲渡を受け

て今後管理していくという解釈で大丈夫ですね。 

 

大和土木課長 はい、そのとおりでございます。 

 

中島好人委員 今のままでしたら、老朽化によって維持管理が困難になったと

いう説明ですけど、具体的にどのくらいの負担というか、額としてはど

うなのかとか、その辺の負担の割合が、譲渡することによってもうなく

なると。県がみんなやってくれる形になるわけですけども、実際、どう

いう負担に困難さがあったのですか。 

 

大和土木課長 全体の事業費の総額は聞いてはいないんですけど、相当な金額

にはなると思います。市の負担につきましては、県事業負担金で事業費

の１０％を支払うことになっております。 

 

藤岡修美委員長 よろしいですか。ほかに質疑はありますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）以上で質疑を終わります。これより討論を行います。討論は

ありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。これより

議案第７６号財産の無償譲渡について採決をいたします。本件に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 
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藤岡修美委員長 全員賛成により本件は可決すべきものと決定いたしました。

以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

 

午前１０時４３分 散会 

 

令和６年（2024 年）１２月４日 

              

  産業建設常任委員長  藤 岡 修 美   

 


